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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１）アニオン性物質０．０００１～１０重量％を含む頭皮・毛髪用のトリートメント化
粧料組成物と、２）カチオン性界面活性剤０．０１～１０重量％を含む毛髪用のトリート
メント化粧料組成物とを構成要素とし、上記頭皮・毛髪用のトリートメント化粧料組成物
及び上記毛髪用のトリートメント化粧料組成物の一方が乳化物であり、他方が乳化物又は
液晶構造物であることを特徴とする、用時混合型の頭部用の化粧料。
【請求項２】
　アニオン性物質が、ポリアスパラギン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンセチル燐酸ナ
トリウム、ポリオキシエチレンオレイル燐酸ナトリウム、グリチルリチン酸の塩、グリチ
ルレチン酸の塩、タンニン類の塩、及びポリフェノール類の塩から選択される一種又は二
種以上であることを特徴とする、請求項１に記載の用時混合型の頭部用の化粧料。
【請求項３】
　更にイソプレングリコール又はジプロピレングリコールを１～２０重量％含有すること
を特徴とする、請求項１又は２に記載の用時混合型の頭部用の化粧料。
【請求項４】
　構成要素である、１）前記アニオン性物質を含む前記トリートメント化粧料組成物と、
２）前記カチオン性界面活性剤を含む前記トリートメント化粧料組成物とが同一容器中に
、隔絶された状態で充填されていることを特徴とする、請求項１～３の何れか１項に記載
の用時混合型の頭部用の化粧料。
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【請求項５】
　前記容器の構造が、中央部に２種の内容物を隔絶する隔壁を有し、吐出口がそれぞれの
内容物ごとに異なっている構造を有するチューブ状容器であり、１工程のシゴキにより、
充填された２種の前記トリートメント化粧料組成物が、それぞれの吐出口より同時に吐出
されるものであることを特徴とする、請求項４に記載の用時混合型の頭部用の化粧料。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、頭部用の化粧料に関し、更に詳細には、１）アニオン性物質を含むトリート
メント化粧料組成物と、２）カチオン性界面活性剤を含むトリートメント化粧料組成物と
を構成要素とする用時混合型の化粧料に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　化粧料などによる毛髪の処理については、通常はアルキル硫酸エステル塩等のアニオン
性の界面活性剤を用いて水洗した後、４級アンモニウム塩等のカチオン性界面活性剤で毛
髪を処理するような工程がとられている。
【０００３】
　この様な工程においては、毛髪の損傷部位に出現したカルボキシル基をカチオン性の界
面活性剤でコートするのみしか処置が出来なかった。更に、この様なコート処理を行う工
程においては、アニオン性物質によって、頭皮、毛穴或いは毛髪を処理することは不可能
であった。これは、カチオン性物質とアニオン性物質とが共存すると不溶性のコンプレッ
クスを形成するためである。
【０００４】
　この為、理論上は好ましい毛穴などの頭皮のアニオン性物質による処理は、毛髪のトリ
ートメント処理とは同時に行うことが出来なかった。言い換えれば、カチオン性物質を含
む組成物とアニオン性物質を含む組成物で頭皮・毛髪を同時に処理する手段は全く知られ
ていなかった。又、毛髪のトリートメント処理について、アニオン性物質による処理とカ
チオン性物質による処理との２種の処理を行うことも全く為されていなかったし、この様
な処理により従来よりも優れたヘアケアが具現化できることも全く知られていなかった。
【０００５】
　更に加えて、１）アニオン性物質を含むトリートメント化粧料組成物と、２）カチオン
性界面活性剤を含むトリートメント化粧料組成物とを構成要素とすることを特徴とする、
頭部用の化粧料も全く知られていなかったし、かかる２種のトリートメント化粧料組成物
を、同一容器に隔絶して充填することも全く知られていなかった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、この様な状況下為されたものであり、カチオン性界面活性剤を含む組成物と
アニオン性物質を含む組成物で頭皮・毛髪を同時に処理する手段を提供し、以てヘアケア
、頭皮の処理を含めた、従来に比べて優れたエステ・トリートメントを得るのに好適な頭
部用の化粧料を提供することを課題とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　この様な状況に鑑みて、本発明者らは、従来に比べて優れたエステ・トリートメントを
得るのに好適な頭部用の化粧料を求め、鋭意研究努力を重ねた結果、アニオン性物質を含
むトリートメント化粧料組成物とカチオン性界面活性剤を含むトリートメント化粧料組成
物とで同時に処理することにより、この様な優れた処置が出来ることを見出した。
【０００８】
　更に、検討を重ねた結果、１）アニオン性物質を含むトリートメント化粧料組成物と、
２）カチオン性界面活性剤を含むトリートメント化粧料組成物とが同一容器中に、隔絶さ
れた状態で充填されている頭部用の化粧料を用いて処理することにより、カチオン性物質
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とアニオン性物質とがコンプレックスを形成することなく、頭皮或いは毛髪を前記２種の
トリートメント化粧料組成物で同時に処理できることを見出し、発明を完成させるに至っ
た。即ち、本発明は、下記に示す技術に関するものである。
【０００９】
（１）１）アニオン性物質０．０００１～１０重量％を含む頭皮・毛髪用のトリートメン
ト化粧料組成物と、２）カチオン性界面活性剤０．０１～１０重量％を含む毛髪用のトリ
ートメント化粧料組成物とを構成要素とし、上記頭皮・毛髪用のトリートメント化粧料組
成物及び上記毛髪用のトリートメント化粧料組成物の一方が乳化物であり、他方が乳化物
又は液晶構造物であることを特徴とする、用時混合型の頭部用の化粧料。
（２）アニオン性物質が、ポリアスパラギン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンセチル燐
酸ナトリウム、ポリオキシエチレンオレイル燐酸ナトリウム、グリチルリチン酸の塩、グ
リチルレチン酸の塩、タンニン類の塩、及びポリフェノール類の塩から選択される一種又
は二種以上であることを特徴とする、（１）に記載の用時混合型の頭部用の化粧料。
（３）更にイソプレングリコール又はジプロピレングリコールを１～２０重量％含有する
ことを特徴とする、（１）又は（２）に記載の用時混合型の頭部用の化粧料。
（４）構成要素である、１）前記アニオン性物質を含む前記トリートメント化粧料組成物
と、２）前記カチオン性界面活性剤を含む前記トリートメント化粧料組成物とが同一容器
中に、隔絶された状態で充填されていることを特徴とする、（１）～（３）何れか１つに
記載の用時混合型の頭部用の化粧料。
（５）前記容器の構造が、中央部に２種の内容物を隔絶する隔壁を有し、吐出口がそれぞ
れの内容物ごとに異なっている構造を有するチューブ状容器であり、１工程のシゴキによ
り、充填された２種の前記トリートメント化粧料組成物が、それぞれの吐出口より同時に
吐出されるものであることを特徴とする、（４）に記載の用時混合型の頭部用の化粧料。
【００１０】
【発明の実施の形態】
（１）本発明の化粧料の構成要素である２種のトリートメント化粧料組成物
　本発明の化粧料は、１）アニオン性物質を含む頭皮・毛髪用のトリートメント化粧料組
成物と、２）カチオン性界面活性剤を含む毛髪用のトリートメント化粧料組成物とを構成
要素とすることを特徴とする。ここで、化粧料とは、トリートメント化粧料組成物と容器
を含めて表す表現であり、見た目に唯１種の商品形態を構成しているものを意味する。本
発明の化粧料としては、後記に示す如く２種のトリートメント化粧料組成物が隔絶して１
容器に充填している形が例示できる。
【００１１】
　本発明の化粧料の構成要素の１つである、アニオン性物質を含有するトリートメント化
粧料組成物において、かかるアニオン性物質としては、頭皮或いは毛髪の処理において好
適な物質であって、水に溶けて、陽イオンに比して、その大きさが巨大な陰イオンを発生
する物質が好適に例示できる。
【００１２】
　かかる物質としては、カルボキシビニルポリマーの塩、アクリル酸・メタクリル酸アル
キルコポリマーの塩、アクリル酸・アクリル酸アルキルコポリマーの塩等の増粘・ゲル化
剤、ポリアスパラギン酸ナトリウム等のポリアミノ酸塩、硫酸化トレハロースの塩、ヒア
ルロン酸ナトリウム、ヘパリン類似物質などの糖類、硫酸化或いは多硫酸化多糖類の塩な
どの頭皮及び／又は毛髪の保湿剤、ポリオキシエチレンセチル燐酸ナトリウム、ポリオキ
シエチレンオレイル燐酸ナトリウムなどの皮脂除去剤、グリチルリチン酸の塩、グリチル
レチン酸の塩、タンニン類の塩、ポリフェノール類の塩等の皮脂分泌抑制剤、スルホベン
ゾンの塩等の紫外線吸収剤等が好適に例示できる。
【００１３】
　これらの内、本発明の化粧料の構成要素のトリートメント化粧料組成物としては、その
効果の面からアニオン性物質として、ポリアスパラギン酸ナトリウム等のポリアミノ酸塩
などの頭皮及び／又は毛髪の保湿剤、ポリオキシエチレンセチル燐酸ナトリウム、ポリオ
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キシエチレンオレイル燐酸ナトリウムなどの皮脂除去剤、グリチルリチン酸の塩、グリチ
ルレチン酸の塩、タンニン類の塩、ポリフェノール類の塩等の皮脂分泌抑制剤を含有する
ことが特に好ましい。
【００１４】
　これらのアニオン性物質の含有量は、０．０００１～１０重量％、好ましくは０．０１
～５重量％である。
【００１５】
　本発明の化粧料の他方の構成要素であるカチオン性界面活性剤を含有するトリートメン
ト化粧料組成物における、カチオン性界面活性剤としては、ジメチルジステアリルアンモ
ニウムクロリド、セチルトリメチルアンモニウムクロリド等が好ましく例示できる。
【００１６】
　かかるカチオン性界面活性剤の含有量は、０．０１～１０重量％、好ましくは０．０５
～７重量％が例示できる。
【００１７】
　本発明の構成要素である２種のトリートメント化粧料組成物には、上記のカチオン性物
質或いはアニオン性物質以外に、通常化粧料、取り分けリンス、ヘアクリームなどの頭部
用の化粧料で使用される任意成分を、本発明の効果を損ねない範囲に於いて含有すること
が出来る。
【００１８】
　かかる任意成分としては、例えば、スクワラン、ワセリン、マイクロクリスタリンワッ
クス等の炭化水素類、ホホバ油、カルナウバワックス，オレイン酸オクチルドデシル、セ
バシン酸ジイソプロピル等のモノ乃至はジカルボン酸のエステル類、オリーブ油、牛脂、
椰子油等のトリグリセライド類、ジメチコン、ポリエーテル変性シリコーン、アモジメチ
コン等のシリコーン類、ステアリン酸、オレイン酸、リシノレイン酸等の脂肪酸、オレイ
ルアルコール、ステアリルアルコール、オクチルドデカノール等の高級アルコール、スル
ホコハク酸エステルやポリオキシエチレンアルキル硫酸ナトリウム等のアニオン界面活性
剤類、アルキルベタイン塩等の両性界面活性剤類、ソルビタン脂肪酸エステル、脂肪酸モ
ノグリセライド、これらのポリオキシエチレン付加物、ポリオキシエチレンアルキルエー
テル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル等の非イオン界面活性剤類、ポリエチレングリ
コール、グリセリン、１，３－ブタンジオール、ジプロピレングリコール、イソプレング
リコール等の多価アルコール類、増粘・ゲル化剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、色剤、防
腐剤、粉体等を含有することができる。
【００１９】
　これらの内、特に好ましいものは、多価アルコール類とエステル類である。多価アルコ
ールとしては、イソプレングリコールとジプロピレングリコールが好ましく例示できる。
エステルとしては、ジカルボン酸のジエステルが好ましく、中でもセバシン酸ジイソプロ
ピルが好ましく例示できる。これは、皮脂除去作用に優れるためである。これら多価アル
コール乃至はエステル類の好ましい含有量は、それぞれ独立に１～２０重量％であり、更
に好ましくは３～１０重量％である。
【００２０】
　本発明の化粧料はこれらの必須と任意の成分を常法に従って処理し、ローション、乳液
、クリーム、ゲルなどの形態に加工することにより製造することが出来る。
【００２１】
　本発明の化粧料は上記の条件を満たした上で、少なくとも１方が乳化物であることが必
要である。これは、エマルション形態をとることにより、オイルなどでコンプレックス生
成原因基がコートされ、コンプレックスを形成するカチオン性界面活性剤のカチオンとア
ニオン性物質のアニオンが、同時使用時において、接触してコンプレックスを形成するの
を防ぐことが出来るからである。
【００２２】
　かかる乳化物としては水中油乳化物であっても、油中水乳化物であっても、多相乳化物
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であってもかまわないが、頭部用の化粧料としての水存在下での使用性を考えると水中油
乳化物であることが好ましい。
【００２３】
　又、残る１方はエマルションでも液晶構造物でもかまわないが、液晶構造物が特に好ま
しい。液晶形態としては、六方晶系、ラメラ晶系、逆六方晶系何れでもかまわない。この
様な液晶系に於いては、上記エマルションとの組合せにおいてコンプレックスの生成が特
に少ないからである。
【００２４】
（２）本発明の頭部用の化粧料
　本発明の頭部用の化粧料は、上記２種のトリートメント化粧料組成物を構成要素とする
ことを特徴とする。本発明の化粧料においては、これら２種のトリートメント化粧料組成
物を同一の容器に、保存下では混合しない状態に、即ち、これら２種のトリートメント化
粧料組成物を隔絶した状態に充填し、使用時にこれらが同時に吐出出来る様にすることも
出来るし、異なる容器に充填し、使用時に手の上で混合したり、２つの容器をつなぐジョ
イント具を用いて混ぜながら吐出させたりして使用することも可能である。
【００２５】
　これらの内、好ましいのは、前者であり、前者を具現化するための容器としては、既に
この様な要件を満たす容器が多数考案されており、それを利用すれば良く、例えば、特開
平１－８７３７２号、特開平１０－７７０５２号、特開平１１－２０８４０号、特開平１
１－３５０５２号、特開平１１－１８９２５１号に記載された技術に従った容器を用いる
と好適である。
【００２６】
　これらの中では、特開平１－８７３７２号の技術に従った容器が特に好適である。又、
本発明の化粧料においては、前記２種のトリートメント化粧料組成物を等量づつ使用する
のが好ましく、この為には、特開平１－８７３７２号の技術に従った容器が特に好適であ
るからである。
【００２７】
　又、本発明の頭部用の化粧料としては、頭部用の化粧料であれば、例えば、ヘアクリー
ム、ヘアローション、ヘアジェル、ヘアトリートメント等、何れも適用可能であるが、カ
チオン性界面活性剤を含有しうる特性からヘアリンス乃至はヘアトリートメントに適用す
ることが特に好ましい。
【００２８】
【実施例】
　以下に、実施例を示して本発明について更に詳細に説明を加えるが、本発明がかかる実
施例にのみ限定されないことは言うまでもない。
【００２９】
＜実施例１＞
　下記に示す処方に従って、頭部処理用の化粧料組成物１と化粧料組成物２とを作成した
。即ち、１は処方成分を全て８０℃で加熱溶解し、攪拌冷却して化粧料組成物（トリート
メント）とした。２はイ、ロの成分をそれぞれ８０℃に加熱溶解し、イにロを徐々に攪拌
しながら加え、攪拌冷却して化粧料組成物（トリートメント）とした。
【００３０】
（化粧料組成物１；アニオン性物質含有）
ＰＯＥ（５）セチル燐酸ナトリウム　　　　　　　１　　重量部
ＰＯＥ（３４）ＰＯＰ（２４）セチルエーテル　　２　　重量部
ＰＯＥ（５０）オレイルエーテル　　　　　　　　２　　重量部
ＰＯＥ（１５０）セチルエーテル　　　　　　　　６　　重量部
テトラオレイン酸ＰＯＥ（３０）ソルビット　　　６　　重量部
２－エチルヘキサン酸セチル　　　　　　　　　　４　　重量部
イソプレングリコール　　　　　　　　　　　　　０．１重量部
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グリチルリチン酸ジカリウム　　　　　　　　　　０．１重量部
メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　０．２重量部
１，３－ブタンジオール　　　　　　　　　　　　８　　重量部
メントール　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１重量部
ポリアスパラギン酸ナトリウム　　　　　　　　　１　　重量部
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６９．５重量部
【００３１】
（化粧料組成物２；カチオン性物質含有）
イ）
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６４．８重量部
１，３－ブタンジオール　　　　　　　　　　　　５　　重量部
加水分解コラーゲン　　　　　　　　　　　　　　０．２重量部
メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　０．２重量部
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　０．３重量部
塩化セチルトリメチル　　　　　　　　　　　　　２　　重量部
塩化ジメチルジステアリル　　　　　　　　　　　３　　重量部
【００３２】
ロ）
ひまし油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　重量部
ネオペンチルグリコールジイソオクタネート　　　５　　重量部
流動パラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　８　　重量部
セタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　　重量部
ジメチコン（１０ｃ．ｓ．）　　　　　　　　　　１　　重量部
アミノエチルアミノプロピルシロキサン・メチルシロキサン共重合体エマルジョン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　　重量部
オキシベンゾン　　　　　　　　　　　　　　　　０．２重量部
メントール　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３重量部
【００３３】
＜実施例２＞
　上記化粧料組成物１及び２を用いて毛髪（人）を処理し、その物理特性を比較した。同
一の人より採取した毛髪束を３ｇずつ６つの毛束に分け、１つは無処置、１つは化粧料組
成物１のみでトリートメント処理し、１つは化粧料組成物２のみでトリートメント処理し
、１つは化粧料組成物１でトリートメント処理した後、化粧料組成物２でトリートメント
処理し、１つは化粧料組成物２でトリートメント処理した後、化粧料組成物１でトリート
メント処理し、残る１つは化粧料組成物１と化粧料組成物２とを使用直前に混和し、それ
でトリートメント処理を行った。
【００３４】
　処理した毛髪について、水分量をカールフィッシャー滴定により（単位；％）、なめら
かさをカトーテック社の摩擦感テスターにより平均動摩擦係数を測定した。これを表１に
示す。これより、何れのトリートメント処置も有効であり、カチオン性物質とアニオン性
物質の両方で処理すると単独で処理するより更に優れること、カチオン性物質による処理
とアニオン性物質による処理を同時に行うと更に優れることが明かとなった。
【００３５】
【表１】

【００３６】
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＜実施例３＞
　特開平１－８７３７２号の記載に従って、２室を有するチューブ容器を作成し、この２
室に上記実施例１の化粧料組成物１と化粧料組成物２とをそれぞれ充填し、尻部を溶着し
て本発明の化粧料とした。このものを用いて、毛髪束（人）を処理し、物理的特性値を測
定したところ、実施例２の用時混合使用と同様の結果を得た。これより、本発明の化粧料
が優れた作用を有することは明かである。
【００３７】
＜実施例４＞
　下記に示す処方に従って、頭部処理用の化粧料組成物３と化粧料組成物４とを作成した
。即ち、３は処方成分を全て８０℃で加熱溶解し、攪拌冷却して化粧料組成物（トリート
メント）とした。４はイ、ロの成分をそれぞれ８０℃に加熱溶解し、イにロを徐々に攪拌
しながら加え、攪拌冷却して化粧料組成物（トリートメント）とした。これらを実施例３
で用いた２室チューブ容器に充填し、尻部を溶着して本発明の化粧料（トリートメント）
とした。
【００３８】
（化粧料組成物３；アニオン性物質含有）
ＰＯＥ（５）セチル燐酸ナトリウム　　　　　　　０．３　重量部
ＰＯＥ（３４）ＰＯＰ（２４）セチルエーテル　　２　　　重量部
ＰＯＥ（５０）オレイルエーテル　　　　　　　　２　　　重量部
ＰＯＥ（１５０）セチルエーテル　　　　　　　　６　　　重量部
テトラオレイン酸ＰＯＥ（３０）ソルビット　　　６　　　重量部
２－エチルヘキサン酸セチル　　　　　　　　　　４　　　重量部
イソプレングリコール　　　　　　　　　　　　　０．１　重量部
グリチルリチン酸ジカリウム　　　　　　　　　　０．０１重量部
メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　０．２　重量部
１，３－ブタンジオール　　　　　　　　　　　　８　　　重量部
メントール　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１　重量部
ポリアスパラギン酸ナトリウム　　　　　　　　　０．０１重量部
スリソベンゾン　　　　　　　　　　　　　　　　０．２　重量部
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７１．０８重量部
【００３９】
（化粧料組成物４；カチオン性物質含有）
イ）
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６４．８　重量部
１，３－ブタンジオール　　　　　　　　　　　　５　　　重量部
海草エキス　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２　重量部
メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　０．２　重量部
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　０．３　重量部
スリソベンゾン　　　　　　　　　　　　　　　　０．２　重量部
塩化セチルトリメチル　　　　　　　　　　　　　２　　　重量部
塩化ジメチルジステアリル　　　　　　　　　　　３　　　重量部
【００４０】
ロ）
ひまし油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　重量部
ネオペンチルグリコールジイソオクタネート　　　５　　　重量部
流動パラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　８　　　重量部
セタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　　　重量部
ジメチコン（１０ｃ．ｓ．）　　　　　　　　　　１　　　重量部
アミノエチルアミノプロピルシロキサン・メチルシロキサン共重合体エマルジョン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　　　重量部
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【００４１】
＜実施例５＞
　実施例４の化粧料を用いて実使用テストを行った。即ち、パネラー１群１０名、４群で
計４０名用い、日頃のトリートメントの使用態様にて、１ヶ月使用してもらい、その効果
の実感をアンケートにより答えてもらった。
【００４２】
　群分けは無作為に行い、第１群が化粧料組成物３のみを実施例３で使用した２室チュー
ブに充填したものを、第２群が化粧料組成物４のみを実施例３で使用した２室チューブに
充填したものを、第３群が実施例４の化粧料を、第４群が化粧料組成物３を充填したチュ
ーブと化粧料組成物４を充填したチューブの２本のチューブを用時混合で使用してもらっ
た。
【００４３】
　又、使用テスト終了後、髪の毛の生え際に角栓除去シート（ポリ酢酸ビニルを不織布上
に塗工したもの）で角栓を採取した。このシートの写真をイメージとしてコンピューター
に取込、２値化処理し、採取した角栓の面積を計測した。数値は視野に於ける角栓の面積
比を表す。
【００４４】
　又、アンケートによる評価は、内容物についてが、櫛通りの良さの向上、髪の毛のしな
やかさの向上、髪の毛の艶やかさの向上の３項目で、日常の使用品に比べて評点５：著し
い向上、評点３：明らかな向上、評点１：やや向上、評点０：日常品と変わらない効果、
評点－１：日常品にやや劣る、評点－３：日常品に比して明らかに劣る、評点－５：日常
に比して著しく劣る、の基準であった。更に、総合的な評価として、使い易さ評価を、評
点５：使いやすい、評点０：どちらでもない、評点－５：使いにくい、の基準で評価して
もらった。
【００４５】
　これらの結果は、平均評点及び角栓の面積率として表２に示す。これより本発明の化粧
料は優れたヘアケア効果を有すること、この効果は２室チューブに充填にして２剤同時吐
出型の化粧料にした場合の方が優れていること、加えて、この様なカチオン性物質とアニ
オン性物質の２剤で処理することにより、毛穴の処理が出来、角栓の生成が抑制されてい
ることがわかる。
【００４６】
【表２】

【００４７】
【発明の効果】
　本発明によれば、カチオン性界面活性剤を含む組成物とアニオン性物質を含む組成物で
頭皮・毛髪を同時に処理する手段を提供し、以て毛髪、頭皮の処理を含めた、従来に比べ
て優れたエステ・トリートメントを得るのに好適な用時混合型の頭部用の化粧料を提供す
ることができる。
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